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令和４年度重点事業実施状況（企画福祉課）

Ⅰ 住民の「いのちを支える」福祉・介護担い手確保対策事業

１ 「福祉の仕事」出前授業

高齢者や障害者の暮らしを支える介護･福祉人材は人

手不足の状況が続いており、将来の担い手を確保するた

めには、早いうちから、「福祉の仕事」に対する関心を

高める必要がある。

このため、地域の次代を担う児童･生徒に対し、福祉の

仕事の魅力を伝え、理解を深めることにより、将来の選

択肢に加え、進路選択につなげることを目的とする。

日 時 令和４年１２月１４日（水）

午前１０時３５分から午前１１時２０分

場 所 北秋田市立前田小学校

（北秋田市阿仁前田字下川端１０３－１）

対 象 ３年１組・４年１組

内 容 高齢者福祉について

２ 福祉・介護人材確保セミナー

ハローワークで求職中の方に対し、福祉・介護の仕事の魅力を伝え、理解を深めることによ

り、人材の確保につなげることを目的とした福祉・介護人材確保セミナーを開催。

時 期 令和４年７月１９日、８月１６日、９月２０日 計３回

場 所 ハローワークたかのす（北秋田市鷹巣字東中岱２６－１）

対 象 ハローワーク求職者

内 容 福祉・介護職の魅力並びに介護サービス事業所認証評価事業所のＰＲ 等

講 師 社会福祉法人 北秋田社会福祉協議会

社会福祉法人 秋田県民生協会

社会福祉法人 交楽会

少子高齢化が進み、介護などの支援を必要とする方々は増加する一方で、福祉・介護関係

の有効求人倍率は高率で推移し、深刻な人手不足の状態が続いています。児童生徒らに対す

る出前授業を行い、福祉・介護に対する理解促進に努めるとともに、ハローワークを訪れる

求職者に対し、セミナーを開催します。

資料２－１
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令和４年度重点事業実施状況（健康・予防課）

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症拡大防止事業

（地域施策推進事業）

（１）新型コロナウイルス感染症の普及啓発

①事業所向け感染症対策講習会

第７波の感染急拡大を踏まえ、秋に予定していた事業所向け講習会及び研修会を６月から実施。

商工会や食品衛生協会、労働基準監督署等と連携しながら実施。

年６回実施 １５４事業所参加

期日 令和４年６月１０日 参加団体２１事業所 食品関係事業所

令和４年６月１４日 参加団体１５事業所 工業関係事業所

令和４年６月２０日 参加団体３１事業所 商業関係事業所

令和４年６月２３日 参加団体２２事業所 観光サービス関係事業所

令和４年６月２４日 参加団体２０事業所 建設業関係事業所

令和４年８月 ２日 参加団体４５事業所 食品関係事業所

②秋田県公式サイト美の国あきたネットに事業所向けコンテンツ掲載

事業所向け感染拡大防止のための対応

チェックリスト

リーフレット配布（４８２事業所）

医師会や市村、関係機関と連携しながら新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた

取り組みを進めていきます。特に多数の住民が働く事業所と入所型の社会福祉施設向けの

支援に重点的に取り組みます。

資料２－２
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③社会福祉施設向け感染対策研修会

令和４年７月１日実施 ３３施設５７人参加（人数制限有り）

会場 北秋田市民ふれあいプラザコムコム 多目的ホール

内容 情報提供 ①新型コロナウイルス感染症の県内の流行状況について

②施設内クラスタ－発生時の振り返り

講演「施設内で新型コロナウイルス感染症が発生した際の対応について」

講師 （独）国立病院機構 DMAT本部 小塚 浩 氏

（感染症対策業務）（令和４年１２月３１日現在）

（１）新型コロナウイルス感染症患者支援

新型コロナウイルス感染症と診断された患者及び濃厚接触者、関係者への支援を実施。

①電話相談支援 １，１８９件（延べ）相談記録簿より

②行政検査 ６６８件（延べ）

③積極的疫学調査件数 ３，１２１件

④新型コロナウイルス感染症部会 ４７回実施

⑤入院勧告件数 １３０件
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令和４年度重点事業実施状況（環境指導課）

Ⅰ 廃棄物の発生抑制と適正処理の推進

１ 不法投棄の未然防止

（１）北秋田地域不法投棄一掃地域協議会（会長：北秋田地域振興局長）を７月に開催予定だったが、

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大を防止する観点から書面開催とした（７月８日付けで

資料送付）。

（２）クリーンアップ事業

１０月に開催予定だったが、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止とした（９月

１３日付けで各関係機関に通知）。

（３）不法投棄監視カメラ及び不法投棄禁止看板の設置

・監視カメラ ２箇所 ３台 設置 設置期間 ５月中旬～１１月中旬

・看板 ２７箇所 ３８本 設置

（４）環境監視員（非常勤職員３名）による管内のパトロール（令和４年１２月３１日現在）

・監視日数１２２日（再確認箇所：延べ４７１箇所）

・新規発見箇所：３箇所、撤去済み確認箇所：０箇所

※不法投棄未然防止啓発活動事業

平成１９年「めざせ国体クリーンアップ～不法投棄一掃大作戦～」が初事業であり、以降毎

年実施している。

２ ごみ減量・リサイクルの推進

事業系廃棄物の排出量が増加傾向にあることから、啓発用パンフレット等の活用により減量化・

リサイクルの取組を推進します。

Ⅱ 食品の安全安心の確保

１ 食品取扱施設（製造・販売施設、給食施設等）の監視・指導

通常監視のほか、特別監視期間を設定し、食品取扱施設の監視・指導を強化するとともに、小

規模事業者へのＨＡＣＣＰ方式による衛生管理の導入に向けた取組を支援することで、秋田県産

食品の安全・安心を確保し、信頼性の向上を図ります。

また、食品衛生講習会や手洗い教室を開催し、食品関係事業者や消費者等の食品衛生に対する

意識の向上を図ります。

｢北秋田地域不法投棄一掃地域協議会｣を組織し、市村や関係団体との連携を図るととも

に、監視を強化し、廃棄物の不法投棄等不適正な処理の未然防止に努めます。

また、循環型社会の構築に必要なごみの減量化やリサイクルを推進し、『美しいふるさと

北秋田』の実現に向けた普及啓発に取り組みます。

資料２－３
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（１）監視・指導状況（令和４年１２月３１日現在）

・監視件数 ６１４件（要許可施設３９３件、不要許可施設２２１件）

・指導件数 １５件（食品表示法関係１４件、食品衛生法関係１件）

・収去検査 ２３検体（違反件数１件）

（２）特別監視期間における監視・指導の強化

・食品安全安心月間（６月）

・食品衛生月間（８月）

・食品、添加物等の一斉取締り月間（夏期一斉取締り７月、年末一斉取締り１２月）

２ ＨＡＣＣＰ方式による衛生管理の推進

（１）小規模事業者へのＨＡＣＣＰ導入支援事業

・巡回指導回数：９回 施設数：２０２件・研修会開催回数：１１回 参加人数：１４３名

（２）秋田県版ＨＡＣＣＰ認証制度の普及促進

（３）認証取得営業者に対する指導助言

（４）科学的根拠に基づいた消費期限及び賞味期限設定の指導助言

３ 消費者等への普及啓発

（１）食品衛生講習会の開催（令和４年１２月３１日現在）

・開催回数 １３回（営業者対象１１回、その他２回）

・参加人数 ４４４人

・内 容 細菌、ウイルス等による食中毒の防止対策など

（２）小学校・保育園等での手洗い教室の開催

・開 催 校 ３校

・参加人数 １０５人

・実施方法 北秋田食品衛生協会との共催

・内 容 ①手洗いマイスターによる正しい手洗いの伝授

②測定器による手洗い前後の清浄度の比較

（３）イベント会場における食品衛生啓発

・管内の野外音楽イベントを活用し開催

・参加人数 ２９８人

・内 容 手洗い体験、パネル展示、リーグレット配布、アンケートの実施

※秋田県版ＨＡＣＣＰ（ハサップ）認証制度

食品衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰ方式を用いて行っている衛生管理が、一定の基準を満た

していると認められる施設を、秋田県が認証する制度。平成 22 年度からスタートした。管内では、

現在 2事業者 2 施設が認証を取得している。
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Ⅲ 地域課題への取組（動物を通じた「いのち」を大切にする事業）

１ 事業の概要

・対 象 鷹巣阿仁福祉環境部管内小学校

・実施期間 令和４年６月～令和４年１０月

・実施場所 北秋田市阿仁熊牧場「くまくま園」及び

打当温泉マタギの湯「マタギホール」

・実施内容 動物と「いのち」の学習会、くまの観察 など ＜内陸線乗車体験＞

・実施方法 くまくま園までの移動は内陸線や貸切バス等を利用、入園料、運賃等の経費を負担

２ 実績

○「動物と『いのち』の学習会」の開催

・開催回数 ４回（管内４小学校参加）

・参加人数 児童８２名、先生・引率者１２名

・実施内容 内陸線乗車体験、園長先生の「くま講座」、くまの観察・餌やり体験

動物愛護センター職員による「いのちを大切にする心を育む教室」

＜園長先生のくま講座＞ ＜ヒグマの観察・餌やり＞ ＜ツキノワグマの観察＞

○令和５年度事業の誘致

・管内の全ての小学校に事業案内資料及び意向確認書を郵送。

３ 今後の予定

・参加を希望する学校の中から３～４校を選定。実施日と内容を調整する。

閉鎖した旧秋田八幡平クマ牧場に残されたクマを受け入れ、平成 26 年７月にリニュー

アルオープンした北秋田市阿仁熊牧場「くまくま園」について、北秋田市、本庁生活衛生

課と連携しながら、地域の小学生等を対象に「動物と『いのち』の学習会」を開催するな

ど、動物愛護思想の普及啓発を行うとともに、「くまくま園」の利活用推進を図ります。


